
 

 

―― 利用案内 ―― 

【開館時間】 ８：４0～17：００ 

【貸出冊数・貸出期間】 1人 3冊まで、2週間 

【予約】 

貸出中の本の予約ができます。予約本が返却され次第、お知らせします。 

【リクエスト】 

 いつでも受け付けています。購入希望用紙が図書館カウンター上に置いてあ

りますので、記入して司書に渡してください。書名、著者が正確にわからなくても

大丈夫です。 

【蔵書検索】 

 カウンターのパソコン、インターネッ 

ト上から蔵書検索ができます。どの棚に 

あるか分からないときは司書に尋ねてく 

ださい。書架まで案内します。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図書館だより NO.１ 

 

 

 

 

 

京都府立北桑田高等学校 202４年 04月 

 

進級・入学、おめでとうございます。今年度も図書館のご利用をお待ちしておりま

す。図書館の利用方法については右側に利用案内を載せていますので、在校生の

みなさんもこの機会に確認してください。 

～４月の展示～ 北高生が読んだ本ベスト３０ 

202３年度に北高図書館で貸出数の多かった本ベスト３０を展示しています。北

高生がどんな本を読んでいるのか、気になる人は見に来てください♪ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北桑田高校 

蔵書検索ページ 

QRコード▶ 

書
影 

『ボトルネック』 米沢穂信 著 

亡くなった恋人を追悼するため東尋坊を訪れ

ていたぼくは、何かに誘われるように断崖から

墜落した……はずだった。ところが気がつくと見

慣れた金沢の街にいる。不可解な思いで自宅

へ戻ったぼくを迎えたのは、見知らぬ「姉」。もし

やここでは、ぼくは「生まれなかった」人間なの

か。世界のすべてと折り合えず、自分に対して臆

病。そんな「若さ」の影を描き切る、青春ミステリ

の金字塔。 
＊引用＊新潮社「ボトルネック」新潮社 

〈https://www.shinchosha.co.jp/book/128781/〉 

(参照日 202４/2/2０) 

 

〇３年生へ〇        

看護・医療系をはじめ、

受験用「小論文」に関す

る本が数多くあります。す

べて貸出可能ですので、

利用してください。 

〇検定を受験する人へ〇 

 漢字検定、秘書検定等、

様々な検定の問題集があ

ります。検定に挑戦する人

は是非活用してください。 

A.②没後70年 



 

 

お知らせ 

 

4月 23日(火)～5月 12日(日)は子ども読書週間です。普段、本を読む皆さんも、

本を読まない皆さんもこの機会に読書をしてみませんか？図書館では、子ども読書週間

中にイベントを実施します。是非、参加してください♪ 

 

―― 子ども読書週間企画 ―― 

【実施期間】 4月 22日(月)～5月 17日(金) 

 

【イベント内容】 

① 図書館 春のホン祭り(３月８日～５月１7日) 

期間中に本を 5 冊以上借りると美味しいそうなパンの栞をプレゼントします。

10 冊以上本を借りた人には白い○○をプレゼント！是非、参加してください♪

※スタンプは貸出の際に押します。 

 

② 謎解きイベント 「宮沢賢治からの挑戦状」 

宮沢賢治に関するイベント簡単な謎解きを開催します。是非、お友達を誘って

謎解きに挑戦してみてください♪ 

 

③ ワークショップ 

今回は文章を読む助けになるリーディングトラッカーを作りたいと思います。

簡単に作ることができるので、友達を誘って参加してください♪ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図書館の情報屋さん 

皆さんは「著作権」を知っていますか？著作権とは、著作者が自分の作ったもの

に対して独占的に使用（他人が無断でコピーできない等）できる知的財産権のひ

とつです。今年度は意外と皆さんの身近にある著作権について紹介していきたい

と思います。著作権について一緒に学んでいきましょう！！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊解説＊ 

本の著作権の保護期間は、作者の没後 70年（亡くなった年の翌年 1月 1日

から数えて）になっています。この期間は、著作財産権(他人に勝手に著作物を使

われない権利)が守られます。保護期間が終了後はパブリックドメイン(著作権が

消滅した状態)になります。保護期間中は著作者の権利が守られますので、覚えて

おきましょう！(著作者の名義が団体や誰なのか分からないペンネームの時は著作

権の保護期間は違います。また、映画も本とは保護期間が異なります。) 

 

＊参考＊ 

・森田盛行『みんなで学ぼう学校教育と著作権』全国学校図書館協議会 2019.07 

(参照日 2024/03/05) 

・井上拓『SNS別最新著作権入門』誠文堂新光社 2022.08(参照日 2024/03/05) 

Q.本の著作権の保護期間は 

著作者の没後何年でしょう？ 

① 没後５０年 ② 没後７0年 ③ 没後１００年 

答えは表面の右下にあります。 


